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イベント

益田養護学校作業製品販売会「ますようＤＥかっちゃん祭」

　益田養護学校高等部の生徒たちが、作業学習で製作した製品（トマトケチャップ、ジャム、パウンドケーキ、

　クッキー、花の苗、野菜、木工製品、陶器、さをりなどの手工芸品）を販売します。ぜひ、お越しください。

　　【日時・場所】　２月１５日（日） １０時～１４時　ゆめタウン益田店１階 ゆめ広場

　　【問　合　せ】　益田養護学校 担当：三宅・山﨑 　☎０８５６－３１－５１１１

オールスター祭開催決定！＠パレットごうつ

　令和８年１月２５日（日）江津ひと・まちプラザ　パレットごうつにて「地域づくりオールスター祭」が

　開催されます！イベントでは、島根県内で地域活動に取り組む仲間が大集合し、事例発表および交流会を

　開きます。今年のテーマは「地域づくりを楽しもう！」です。

　参加する皆さんと交流して、楽しく地域づくりにチャレンジするためのヒントを学びませんか？

　　【申込】　１月１３日（火）１７時までに下記フォームから参加お申込みください！

イベント情報申請フォーム

届出

蜜蜂を飼育する人は毎年「蜜蜂飼育届」の提出が必要です

　近年、趣味などで養蜂を始める方が増えています。巣箱等を設置して蜜蜂を飼育する場合、蜂蜜の販売の

　有無、自家消費、規模に関わらず、「蜜蜂飼育届」　を提出する必要があります。

　令和８年中に蜜蜂の飼育を予定されている方は、「蜜蜂飼育届」を提出してください。

　　【調査対象】　令和８年１月１日～令和８年１２月３１日までの間の蜜蜂の飼育

　　　　　　　　　※「蜜蜂飼育届」様式は、役場（柿木庁舎）産業課で配布しております。

　　　　　　　　　　　ご連絡をいただければ郵送又はメールで送付いたします。

　　【提出期限】　令和８年１月１５日（木）

　　　　　　　　　※蜜蜂を飼育される場合は、電気牧柵等の獣被害防止の対策を施してください。

　　【提 出 先】　吉賀町役場　産業課　☎７９－２２１３　Ｆ Ａ Ｘ：７９－２３４４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＭＡＩＬ：sangyo@town.yoshika.lg.jp

税理士会による相続税・贈与税の無料相談会のご案内

　中国税理士会益田支部では、税理士記念日（２月２３日）行事として、「相続税、贈与税の無料相談会」

　を次のとおり開催いたします。お気軽にご相談ください。

　　【日時・場所】　２月１４日（土）　１０時～１６時　　益田商工会議所１階　大ホール

　　【問　合　せ】　中国税理士会益田支部（品川昭夫税理士事務所内）☎０８５６－２５－１５６５

相談
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司法書士無料法律相談について

　遺産相続、遺言、不動産売買、名義変更、お金の貸し借り、ローンの返済、裁判、調停、成年後見等高齢

　者の財産管理、悪質商法など、さまざまな法律相談に応じます。

　　【電話相談】　※随時受付　☎０８５２－６０－９２１１

　　【面談相談】　※完全予約制

　　【日　　時】　１月１５日（木）１３時～１７時まで

　　【面談場所】　益田市人権センターあすなろ館

　　【予約方法】　電話相談と同じ連絡先に電話して予約を行ってください。

特設人権相談所の開設について

　法務大臣から委嘱された人権擁護委員が相談を受けます。相談は無料で秘密は守ります。お困りのことが

　ありましたら、ご相談ください。予約はいりません。

　　【日時・会場】　１月１６日（金）９時～１２時　吉賀町福祉センター

　　　　　　　　　益田人権擁護委員協議会／松江地方法務局益田支局　☎０８５６－２２―０４２９

令和８年３月末で島根県収入証紙を廃止します

　県の手数料等の納付に使用する収入証紙を令和８年３月末日をもって廃止し、

　新たな納付方法に移行します。　（※）販売：令和８年３月末日まで　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 使用：令和８年９月末日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　   未使用の収入証紙の還付：令和１３年３月末日まで

　　　　　　　　　　　　　収入証紙に代わる納付方法（※）

　・しまね電子申請サービス（クレジットカード、ペイジー、PayPay）

　・専用のオンライン申請システム（クレジットカード等）

　・納付書・納入通知書（金融機関窓口・コンビニエンスストアで現金納付、ペイジー）

　・申請窓口での納付（クレジットカード等　＊現金で納付できる場合もあります。）

　※手続きにより使用できる納付方法が異なります。

　　詳しくは、順次、県のホームページ等でお知らせします。

　　【問い合わせ先】　島根県出納局審査指導課　☎０８５２－２２－６３２５

　　【ホームページ】　「島根県収入証紙廃止」で検索

年金相談窓口の開設（要予約・無料）

　【日時・会場】　１月２１日（水）１０時１５分～１５時　役場六日市庁舎２階　第２会議室

　【内　　　容】　年金請求書の受付、年金記録の確認、年金見込額の試算等

     　　　　　　（内容によっては受付できないこともあります。）

　【必　要　物】　１．基礎年金番号または個人番号がわかる書類

　  　　　　　　２．本人確認書類　運転免許証や個人番号カードなど写真つきのものは１点

             　　　　　           保険証等の写真付でないものは２点必要

　　　　　　　　　　 　　      　 ※代理の場合は、委任状が必要です。

　【問　合　せ】　浜田年金事務所　お客様相談室　☎０８５５－２２－０６７０

            　　※完全予約制です。予約がない場合は開催されません。
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子どもとお母さんの健康

妊婦・乳幼児健康相談

　【日時・会場】　１月１３日（火）　かきのき保育所　　　１０時～１１時３０分

　　　　　　　　１月２７日（火）　吉賀町保健センター　１０時～１１時３０分

　【問合わせ先】　役場保健福祉課　☎７７－１１６５　／　柿木地域振興室　☎７９－２２１１

乳児健診

　【日時・会場】　１月２７日（火）１３時～　吉賀町保健センター

　【対　象　児】　１歳６ヶ月児（令和６年６月～７月生）

　　　　　　　　２歳児（令和５年８月～９月生）

　　　　　　　　３歳児（令和４年８月～９月生）

　【問合わせ先】　役場保健福祉課　☎７７－１１６５

きらきら広場

　【日時・会場】　１月９日（金）１０時～１１時３０分　吉賀町保健センター

　【対　象　児】　お子さんと保護者を対象に、製作遊びなどをします。　

　【問合わせ先】　役場保健福祉課　☎７７－１１６５

大人の健康

子宮頸がん検診の個別検診について

　受診を希望される方は、医療機関へ直接予約して受診してください。

　【実施医療機関】　益田地域医療センター医師会病院　☎０８５６－２２－３６１１

　　　　　　　　　山根病院三隅分院　☎０８５５－３２－４３４３

　【対　 象 　者】　吉賀町に住所を有する２０歳以上の女性

　【実 施  期 間】　令和８年３月３１日まで

　【検 査  内 容】　細胞診、ＨＰＶウイルス検査（希望者のみ実施）

対象者
自己負担金

細胞診 ＨＰＶ検査

２０～４９才、生活保護者 　　　　０円 　　０円

５０才以上

町国保加入者、

後期高齢者医療保険加入者
４００円

１，２００円

町国保加入者以外 １，２００円

はじめの一歩　※要予約

　【日時・会場】　１月９日（金）１４時～１５時３０分　吉賀町保健センター

　【内　　　容】　「新しい挑戦への不安とその向き合い方」

　【予　約　先】　よしかの里　相談支援事業所　パレット　☎７７―１５５２
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障がい者就労相談会　エスポア

　【日時・会場】　１月１５日（木）　吉賀町保健センター

　【予　約　先】　益田障がい者就労生活支援センター　☎０８５６―２３―７２１８

　　　　　　　　ご希望の方は、１月９日（金）までにお申し込みください。

ひきこもり相談　※要予約

　【日　時】　１月２０日（火）

　【予約先】　よしかの里　相談支援事業所　パレット　☎７７―１５５２

　　　　　　ご希望の方は、１月１５日（木）までにお申し込みください。

断酒会鹿足例会

　【日　時】　１月２８日（水）１９時～２１時

　【場　所】　吉賀町保健センター

　【問合せ】　役場保健福祉課

　※お酒をやめ続けるための会です。お気軽にご参加ください

テーミル運動教室

　【日時・会場】　１月８日、１５日、２９日　いずれも１３時３０分～１５時　吉賀町福祉センター

　【講　　　師】　小川恵子さん（セントラルスポーツインストラクター、吉賀町食改員）

　【会　　　費】　会員月１，０００円、準会員１回５００円

　【申　込　先】　役場保健福祉課　☎７７－１１６５　／　柿木地域振興室　☎７９－２２１１

　　　　　　　　飲みもの、屋内運動靴、タオル、バスタオルを持参してください。

松ヶ丘病院通院送迎バス（３日前までに予約必要）

　【１月の運行日】　８日（木）　１３日（火）　２２日（木）　２６日（月）

　【申　　込　　先】　よしかの里　相談支援事業所　パレット　☎７７―１５５２

行き 帰り

　８時３０分　発 六日市庁舎 １１時３０分　発 病院

　８時５０分 七日市駅 １２時４０分 柿木庁舎

　９時０５分 柿木庁舎 １２時５０分 七日市駅

１０時００分　着 病院 １３時００分　着 六日市庁舎

介護予防教室

　【問合せ先】　吉賀町地域包括支援センター　☎７７―３１２３　／　役場保健福祉課　☎７７－１１６５

からだ爽快教室

　【日時・会場】　１月９日（金）１３時３０分～１５時　七日市公民館

　【内　　　容】　レクリエーション協会員によるレクリエーション等

　【持　参　物】　お茶などの飲み物、室内履き、（お持ちの方は）よしか・元気ノート
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ストレッチ教室

日時 会場 送迎予約〆切日

１月　６日（火）１３時３０分～１４時３０分 柿木公民館 １月　５日（月）

１月１３日（火）１３時３０分～１４時３０分 吉賀町保健センター １月　８日（木）

１月２０日（火）１３時３０分～１４時３０分 七日市公民館 １月１５日（木）

　【内　容】　ゴムバンドを使ったストレッチ、トレーニングなど

　【持参物】　お茶などの飲み物、ストレッチマットまたは大きめのバスタオル、タオル１枚

若返り測定隊

　【日時・会場】　１月２３日（木）１３時３０分～１５時　吉賀町福祉センター

　【内　　　容】　体力測定、ミニ講話など

　【持　参　物】　お茶などの飲み物、（お持ちの方は）よしか・元気ノート

住宅

町営住宅　【申込締切】　１月６日（火）１７時まで

　■公営住宅樋口団地（樋口４７５番地２）平成１１年度建築　木造平屋建　３ＤＫ　

　　　　【募集戸数】１戸（１０３号室）　【使用料】所得により決定

　■公営住宅沢田団地（沢田１５３番地）平成３０年度建築　木造平屋造　２ＬＤＫ　

　　　　【募集戸数】１戸（３０２号室）　【使用料】所得により決定

　■公営住宅新横立団地（七日市８５６番地）平成７年度建築　木造２階建　３ＤＫ　

　　　　【募集戸数】６戸（２２４号室・２２５号室・２２７号室・２３１号室・２３２号室・２３３号室）

　　　　【使用料】所得により決定

　■公営住宅横立団地（七日市８６０番地１）令和５年度建築　木造平屋建　２ＬＤＫ　

　　　　【募集戸数】２戸（１０号室・１１号室）　【使用料】所得により決定

県営住宅　

　【申込受付】　随時受付けています。

　【募集団地】　溝上団地（六日市）　２ＤＫ、３ＤＫ　　　皆富団地（七日市）　３ＤＫ

　【問合せ先】　島根県住宅供給公社　益田住宅管理事務所　☎０８５６－３１－１５３０

脳活倶楽部

　【日時・会場】　１月１4日（水）１３時３０分～１５時３０分　吉賀町ふれあい会館

　【内　　　容】　脳トレ、レクリエーション、ｅスポーツ等

　【持　参　物】　お茶などの飲み物、（お持ちの方は）よしか・元気ノート
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　■定住促進住宅　若者樋口団地（樋口４７５番地２）平成１４年度建築　木造平屋建　１ＤＫ

　　　　【募集戸数】３戸（３０１号室・３０３号室・３０４号室）　【使用料】月額３５，０００円　

　　　　【入居資格】入居時４０歳以下

　■定住促進住宅　溝上団地（六日市２４５番地１）昭和５６年度建築　鉄筋コンクリート造　３ＤＫ

　　　　【募集戸数】４戸（１２１号室・１３４号室・２１１号室・２１２号室）

　　　　【使用料】月額３５，０００円

　■定住促進住宅　新宮団地　（六日市３００番地１）平成８年度建築　鉄筋コンクリート造　２ＤＫ　

　　　　【募集戸数】２戸（２－３号室・２－４号室）【使用料】月額３０，０００円

　　　　【その他】単身者専用

　■定住促進住宅　ユースパームむいかいち（六日市４６４番地８）平成６年度建築　鉄骨造２階建　１ＬＤＫ　

　　　　【募集戸数】１戸（１１５号室）【使用料】月額４０，０００円【その他】単身者専用

　■住宅供給公社　福川本郷団地（福川４６４番地１）平成８年度建築　木質パネル構造　１ＬＤＫ

　　　　【募集戸数】１戸（１２２号室）【使用料】月額２０，０００円【その他】単身者専用

　■公営住宅　柳原第２団地（柿木１２８番地）　平成２１年度建築　木造平屋建　２ＬＤＫ　

　　　　【募集戸数】２戸（１１２号室・１１４号室）　【使用料】所得により決定

　■特定優良賃貸住宅　注連川団地（注連川９３７番地２）平成６年度建築　木造２階建　３ＤＫ

　　　　【募集戸数】１戸（６号室）　【使用料】月額３３，０００円

　■特定優良賃貸住宅　白谷団地（白谷６６番地）平成１０年度建築　木造平屋建　３ＤＫ

　　　　【募集戸数】１戸（２号室）　【使用料】月額４５，０００円

令和８年度　島根県育英会大阪学生会館　入寮生

　【施　　設】　学生会館（大阪府吹田市・個室・定員７０名）

　【寮 費 等】　月額寮費：５万６，０００円（朝・夕２食付き）

　　　　　　　入 寮 費：１２万円または１５万円（入寮前に納入）

　【募集人数】　１０名程度（男女）

　【応募資格】　島根県で生活経験があり、大学・短大・大学院・高専（４年生以上）、

　　　　　　　専修学校（専門課程）に在学中か令和８年度進学希望者（進学先未定でも申込可能）

　【申込期限】　３月３１日（火）

　【提 出 先】　在学する高校または出身高校、大学等の在学者は島根県育英会

　【問 合 せ】　（公財）島根県育英会　☎０８５２－２８－１９８１

募集
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漏水検査と漏水時の減免（減額）について

◇水道管の漏水について◇

　寒くなり水道管や器具の破損が心配な時期になりました。凍結により水道管が破損し、漏水（水漏れ）

　が起こってしまうことがあります。漏水がおこってしまうと水道料金が上がってしまうだけでなくカビ

　やシロアリの発生、床材など家屋の腐食などの可能性が出てきてしまいます。（漏水時の水道料金の減

　免については下に記載してあります。）各ご家庭でチェックしていただくことで漏水を早期に発見する

　ことが出来ます。ご協力お願いいたします !

◇家庭でできる漏水検査◇

　漏水が発生しているかどうかは以下の手順で水道メーターを点検することで確認できます。

　①家の中の水道を全て閉める

　②水道メーターのパイロット（銀色のこま）が回転していないか確認する

　③パイロットが回転していると、漏水しています。

　　指定水道工事業者に連絡し修理を依頼してください。

　※メ―ターは各ご家庭の敷地内に設置してあります。

　　草や砂利などで隠れている場合がありますので

　　雪が降る前に場所の確認をお願いします。 パイロット

◇漏水発生時の対応◇

　町指定の水道工事業者に修理を依頼してください。※メーターより宅内側での修理は個人負担になりま

　す。漏水による使用水量の増加は一部を減免（減額）する制度があるのでご活用ください。

　※ただし水道使用料金を減額する場合は漏水箇所の修理が必要です。また、修理を依頼する際は町指定

　　の水道工事業者に依頼してください。資格を持っていない個人が水道工事を行うことは水道法により

　　禁止されています。個人で修理を行った場合、減免は出来ませんのでご注意ください。

◇漏水に伴う水道料金の減免申請について◇

　漏水発生時の水道料金の流れをご紹介します。

　①町の指定水道工事業者に修理依頼をする。

　　※吉賀町ＨＰ→暮らし→生活環境衛生→吉賀町指定工事店について

　②修理が終わったら業者に水道水量認定願を町に提出するよう連絡する。

　③水道水量認定願を業者が町に提出する。

　・漏水修理時の直近三か月の水道使用量を通常の使用量として、

　　漏水量と通常の使用量との差額を減免します。

　・減免の対象は漏水修理をした期の 1期分になります。

　　そのため、漏水が発生した場合は早急に修理をしたほうが

　　多く減免することができます。（下記の例を参照。）

差額を免除

　漏水が多数発生すると水道業者が修

理するまでの時間が長くなる場合があ

りますが、指定給水工事業者以外の方

が工事をすることは水道法により禁止

されています。

　　　　☎建設水道課７９－２２１２



（9）

広報紙「総務省」（２０２５年１２月号）より
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